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（
総
務
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
四
号
）
（
衆

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
生
活
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
郵
政
事
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

め
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
を
支
援
す
る
た
め
の
交
付
金
及
び
拠
出
金
の
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
対
し
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
基
礎
的
な
費
用
に
充
て
る
た
め

の
交
付
金
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
を
日
本
郵
便
株
式
会
社
、
関
連
銀
行
及
び
関
連
保
険
会
社
の
郵
便
局
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
利
用
の
度
合
に
応
じ
て
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
、
関
連
銀
行
及
び
関
連
保
険
会
社
に
係
る
も
の
を
、
拠
出
金
と

あ
ん

し
て
、
関
連
銀
行
及
び
関
連
保
険
会
社
か
ら
徴
収
す
る
。

二
、
交
付
金
の
交
付
と
拠
出
金
の
徴
収
に
関
す
る
業
務
を
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
の
業
務
に

追
加
す
る
と
と
も
に
、
機
構
の
名
称
を
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機

構
」
に
改
め
る
。
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三
、
交
付
金
の
交
付
等
に
関
す
る
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
新
法
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
郵
政
事
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
の
検
討
条
項
を
設
け
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
し
、
交
付
金
の
交
付
及
び
拠
出
金
の
徴
収
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


